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別紙１ 

 

農 家 民 宿 等 事 前 確 認 願 
 

 農家民宿等を開設するに当たり、  保健所長等へ提出するため、当該施設が農山漁村滞在型余暇活

動のための基盤整備の促進に関する法律に定める農村滞在型余暇活動または山村・漁村滞在型余暇活動

に必要な役務を提供することについて、事前確認願います。 

 

 ＜農家民宿等の概要＞ 

項   目 内  容  等 

使用する家屋 

所在地  

世帯主の氏名  

客室の面積等  

使用する農用

地 

所在地  

種別、面積等 
 

 

所有者 
 

 

飲食物の提供 

形態（該当するもの

に○をつけて下さ

い。） 

 

１ 飲食物を提供する。 

  （１日の宿泊人数：概ね  人以下） 

２ 宿泊のみで飲食物を提供しない。 

３ 宿泊客自らが調理・飲食する。 

４ 宿泊客が農家と一緒に調理し、飲食する。 

５ その他（             ） 

内 容 
 

 

提供する役務 

種 類  

内 容 
 

 

そ の 他 

 

 

 

 

 

 福 井 県 知 事          様 

                           年  月  日 

 

                  住  所                      

                  氏  名                   

                  営業予定施設所在地                 

電話番号                      

 

＜チェック欄＞ 

農家民宿等に関する内容の確認 

     年  月  日 

    農林総合事務所（嶺南振興局）         課 担当者 
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別紙１（記入例） 

 

農 家 民 宿 等 事 前 確 認 願 
 

 農家民宿等を開設するに当たり、福井保健所長等へ提出するため、当該施設が農山漁村滞在型余暇活

動のための基盤整備の促進に関する法律に定める農村滞在型余暇活動または山村・漁村滞在型余暇活動

に必要な役務を提供することについて、事前確認願います。 

 

 ＜農家民宿等の概要＞ 

項   目 内  容  等 

使用する家屋 

所在地 福井市○○１丁目○－○ 

世帯主の氏名 福井 太郎 

客室の面積等 和室２部屋（８畳、１２畳） 

使用する農用

地 

所在地 福井市○○１丁目○－○（家屋の北隣） 

種別、面積等 
田：５反 

畑：３反 

所有者 
田：福井 太郎 

畑：越前 一郎氏から賃借 

飲食物の提供 

形態（該当するもの

に○をつけて下さ

い。） 

 

①  飲食物を提供する。 

  （１日の宿泊人数：概ね１０人以下） 

２ 宿泊のみで飲食物を提供しない。 

３ 宿泊客自らが調理・飲食する。 

４ 宿泊客が農家と一緒に調理し、飲食する。 

５ その他（             ） 

内 容 

家庭料理、伝統料理（名物のへしこを使った

料理、自家製の漬物など） 

 

提供する役務 

種 類 農作業体験、農産物加工体験等 

内 容 
田植え、稲刈り、サトイモ栽培、へしこ漬け

体験等 

そ の 他 

 

 

 

 

 福 井 県 知 事          様 

                           年  月  日 

 

                  住  所                      

                  氏  名                   

                  営業予定施設所在地                 

電話番号                      

 

＜チェック欄＞ 

農家民宿等に関する内容の確認 

     年  月  日 

    農林総合事務所（嶺南振興局）         課 担当者 
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別紙２ 

 

 第     号 

  年  月  日 

 住 所 

 氏 名               様 

 

                            福 井 県 知 事         

 

 

農 家 民 宿 等 事 前 確 認 書 

 
 

     年  月  日付けで事前確認願のあった農家民宿については、農山漁村滞在型余暇活動の

ための基盤整備の促進に関する法律（平成６年法律第４６号）第２条第５項に定める農村滞在型余暇活

動または山村・漁村滞在型余暇活動に必要な役務を提供することについて、食品衛生法施行細則（昭和

４５年福井県規則第１号）第６条第２号の農林漁業体験民宿業の前提に該当することを確認する。 

 

 なお、農村滞在型余暇活動または山村・漁村滞在型余暇活動に必要な役務を提供しなくなったときは、

旅館業廃止届出書を提出すること。 

 また、食品衛生法施行細則第６条第２号の規定に基づいて食品衛生法の許可を受けた場合は、併せて、

営業廃止届書を提出すること。 

 

 

 １ 営業予定施設の名称 

 

 ２ 営業予定施設の所在地 

 

 

 
 


